
 ○　1週間の推移
項 目 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5

新規感染者数(※1) 2000 894 2743 2316 1824 1631 1657 1322

（うち医療機関報告分） 1594 539 2201 1923 1460 1310 1385 1093

（うち陽性者登録センター報告分） 406 355 542 393 364 321 272 229

新規感染者数（直近７日間平均） 2684.4 2615.9 2428.0 2264.9 2120.9 1987.6 1866.4 1769.6

（直近7日間合計） 18791 18311 16996 15854 14846 13913 13065 12387

直近１週間と先週１週間の比較 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.66 0.65 0.66

新規感染者数
（直近７日間合計　１０万人当たり）

299.51 291.86 270.90 252.77 236.70 221.83 208.31 197.50

全療養者数(推計値)(a)(※2) 18791 18311 16996 15854 14846 13913 13065 12387

入院者数  (b) 1868 1779 1649 1571 1527 1454 1426 1444

入院率 (b/a) 9.9% 9.7% 9.7% 9.9% 10.3% 10.5% 10.9% 11.7%

確保病床に入院している人数 (c) 882 866 822 768 740 735 708 703

即応病床数(※3)【フェーズ3(※4)】(d) 1801 1801 1801 1803 1803 1803 1803 1803

確保病床数(※5)【フェーズ3(※4)】(e) 1875 1875 1875 1877 1877 1877 1877 1877

上記の数を踏まえた即応病床使用率【フェーズ3(※
4)】　(c/d)

49.0% 48.1% 45.6% 42.6% 41.0% 40.8% 39.3% 39.0%

上記の数を踏まえた確保病床使用率【フェーズ3(※
4)】　(c/e)

47.0% 46.2% 43.8% 40.9% 39.4% 39.2% 37.7% 37.5%

重症者用即応病床使用率【フェーズ3(※4)】(f/g) 18.3% 21.1% 14.1% 16.2% 14.8% 14.8% 12.7% 12.0%

（重症者数）(f) 26 30 20 23 21 21 18 17
(重症者用即応病床数）(※3)(g) 142 142 142 142 142 142 142 142

酸素投与を要する人の数（重症者含む）
※病院からの報告ベース

263 260 259 223 222 214 202 191

宿泊療養者数(h)(※6) 179 162 140 144 138 125 126 データ集計中

即応居室使用率(h/i)　(※7)
(即応居室数に対する宿泊療養者数の割合)

10.2% 9.2% 8.0% 8.2% 7.8% 7.1% 7.9% データ集計中

（即応居室数）(※7)(i) 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1588 1588
　　　　　　　　　　　 　(確保居室数）(※8) 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758 1758

ワクチン接種率（オミクロン株対応ワクチン）※9 48.0% 48.2% 48.4% 48.5% 48.6% - -
出典データ
更新待ち

※1　9月27日分から、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の提出の有無にかかわらず、医療機関等で新型コロナウイルス感染症と診断され、報告のあった総数としています。

※2　国が定める推計値（9月27日から）です。

※3　新型コロナウイルス感染症患者の受入れ要請があれば、即時患者受入れを行うことが可能な病床数 です。

※4  12月20日から、全ての圏域でフェーズ3に移行しています。

※5  新型コロナウイルス感染症患者の受入れ要請があれば患者受入れを行うこととして、医療機関と調整済みの病床数です。

※6 ８月8日からは「千葉県内の軽症者・無症状の陽性者向け宿泊施設の入退室状況」の合計値によります。
　　　 この数値には「千葉県内で確認された感染者」以外の者が含まれている場合があります。
※7　新型コロナウイルス感染症患者の受入れ要請があれば、即時患者受入れを行うことが可能な宿泊療養施設居室です。

　　　 宿泊療養施設では、通常のホテルと異なり、新型コロナウイルス感染症対応の特性として、客室の消毒・清掃等に時間を要することを考慮した上で、

      継続的に陽性の方を受入れることができるように、ホテルごとにその日1日の受入れ可能な上限の部屋数を定めて運用しています。

※8  契約等に基づき確保している宿泊療養施設居室数（休止している居室も含む）です。

※9　12歳以上の人口を分母とし、デジタル庁作成データを基に算定しています。(土日祝日の前日の数値は算定していません)


